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議案番号 件名及び内容 議決年月日 議決の結果

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
◆人権擁護委員として、藤井一氏（再任）、武田敏明氏（新任）を
推薦することに異議なしと答申する。

26 年 6月 9日 原案可決

同意第２号 固定資産評価員の選任について
◆固定資産評価員として、税務課長の南東稔氏を選任することに
同意。

26 年 6月 9日 同意

農業委員の推薦について
◆議会推薦の農業委員として広瀬憲発氏、一森敬司氏を推薦。

26 年 6月 9日 原案可決

報告第２号 松茂町土地開発公社平成 26 年度事業計画及び予算並びに平成 25
年度決算に関する書類の提出について
◆松茂町土地開発公社平成 25 年度収入支出決算及び平成 26 年度
予算についての報告。

26 年 6月 9日 報告済

報告第３号 平成２５年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算について
◆次の各事業を平成２６年度に繰越することの報告。
　障害者システム改修事業繰越額 1,286,000 円
　子ども・子育て支援新制度システム導入事業繰越額 9,500,000 円
　子ども・子育て支援計画策定事業繰越額 2,700,000 円
　豊久排水機場屋外タンク更新事業繰越額 6,300,000 円
　長岸津波避難場所建設事業繰越額 12,000,000 円
　都市計画基礎調査事業繰越額 288,000 円

26 年 6月 9日 報告済

報告第４号 平成２５年度松茂町公共下水道特別会計繰越明許費繰越計算につ
いて
◆次の事業を平成２６年度に繰越することの報告。
　流域下水道事業負担金繰越額 2,331,000 円

26 年 6月 9日 報告済

報告第５号 平成２５年度松茂町水道特別会計継続費繰越計算について
◆次の事業を平成２６年度に繰越することの報告。
　上水道拡張事業繰越額 26,213,000 円

26 年 6月 9日 報告済

報告第６号 専決処分の報告について
専決第３号 長原地区下水道工事その７変更請負契約締結について
◆工事の変更契約 :3,302,250 円減額

26 年 6月 9日 報告済

発議第２号 議員派遣の件 26 年 6 月 9日 原案可決

■ 平成２６年第２回定例会
議決の結果及び内容（詳しくは会議録をご覧下さい。図書館にあります。）

議案番号 件名及び内容 議決年月日 議決の結果

議案第３２号 高速道路利便増進事業に関する計画
(( 仮称 ) 松茂スマート IC 事業 ) の実施に伴う工事の施行に関する 
平成２６年度契約締結について
◆契約金額：142,031,492 円
契約の相手方：西日本高速道路株式会社四国支社

26 年 4月 30 日 原案可決

■ 平成２６年第１回臨時会
議決の結果及び内容（詳しくは会議録をご覧下さい。図書館にあります。）
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議案番号 件名及び内容 議決年月日 議決の結果

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて
専決第４号 松茂町税条例の一部を改正する条例
◆固定資産税の減額措置及びわがまち特例の導入や法人住民税の
法人税割、公的年金等に係る個人住民税の特別徴収制度や軽自動
車税の見直しなど、本町税条例の関連部分を改正。

26 年 6月 20 日 承認

専決第５号 松茂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
◆後期高齢者支援金等課税限度額及び介護納付金課税限度額の引
き上げと国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大などの改正。

26 年 6月 20 日 承認

専決第６号 松茂町社会教育委員条例の一部を改正する条例
◆社会教育委員の委嘱基準を条例に定めることの改正。

26 年 6月 20 日 承認

専決第７号 平成２５年度松茂町一般会計補正予算（第５号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 117,758,000
円を追加し、総額を 5,477,486,000 円とする。

26 年 6月 20 日 承認

専決第８号 平成２５年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算
（第３号）
◆既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 724,000 円
を減額し、総額を 104,266,000 円とする。

26 年 6月 20 日 承認

専決第９号 平成２５年度松茂町公共下水道特別会計補正予算
（第３号）
◆既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 13,824,000
円を減額し、総額を 497,116,000 円とする。

26 年 6月 20 日 承認

専決第１０号 平成２５年度松茂町水道特別会計補正予算（第４号）
◆既定の上水道拡張事業の継続費の平成２５年度の年度割額に
27,242,000円を追加し、年割額を131,342,000円とする。その結果、
総額を 396,433,000 円とする。

26 年 6月 20 日 承認

議案第３３号 平成２６年度松茂町一般会計補正予算（第１号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 7,707,000 円を
追加し、総額を 5,465,207,000 円とする。

26 年 6月 20 日 原案可決

議案第３４号 平成２６年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1,300,000 円を
追加し、総額を 1,613,193,000 円とする。

26 年 6月 20 日 原案可決

委員会の閉会中の継続調査について
◆総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、
議会運営委員会、広報特別委員会及び地震・津波対策特別委員会
は継続調査を行う。

26 年 6月 20 日 原案可決

追加議案

議案第３５号 長原地区下水道工事その８請負契約締結について
◆契約金額：81,108,000 円
　契約の相手方：大東興業株式会社

26 年 6月 20 日 原案可決

議案第３６号 工業団地下水道工事その２請負契約締結について
◆契約金額：118,584,000 円
　契約の相手方：兼子建設株式会社

26 年 6月 20 日 原案可決
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■
一
般
質
問
議
員
一
覧

佐
藤　
富
男
議
員

立
井　
武
雄
議
員

春
藤　
康
雄
議
員

佐
藤 

富
男 

議
員

1　   

ふ
る
さ
と
納
税
に

 

つ
い
て

　
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
始
ま

り
五
年
が
経
過
し
た
。
昨

年
八
月
の
徳
島
新
聞
の
記
事
に
よ

る
と
、
県
下
自
治
体
で
、
ふ
る
さ

と
納
税
収
入
の
一
位
は
三
好
市
で

五
千
九
百
万
円
、
当
町
は
十
二
位
で

八
百
七
十
一
万
円
だ
っ
た
。
当
町

の
特
徴
と
し
て
は
、
三
百
万
円
と

二
百
万
円
の
大
口
が
そ
れ
ぞ
れ
二

口
、
一
口
で
、
大
半
を
占
め
る
と
の

こ
と
だ
。
確
か
に
当
町
は
財
政
力
指

数
も
県
内
ト
ッ
プ
で
財
政
的
に
は
良

Q

　
本
年
の
第
二
回
目
の
定
例
会
が
六
月
九
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
二
日
目
に
当
た
る
六
月
十
一
日
に
は
一
般
質
問
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
か
ら
、一
問
一
答
方
式
を
採
用
し
、質
問
議
員
と
回
答
者
が
対
面

し
な
が
ら
質
疑
す
る
方
式
に
変
更
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
傍
聴
し
て
い

る
方
に
は
内
容
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
質
問
議
員
、
回
答
者
と
も
に
、
新
し
い
方
式
に
や
や
戸
惑

い
な
が
ら
も
、
財
政
問
題
、
防
災
対
策
と
い
っ
た
町
の
将
来
に
関
す
る

質
疑
が
活
発
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
が
聞
き
た
い
！

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

好
な
環
境
に
は
あ
る
が
、
今
後
の
町

政
運
営
を
考
え
る
と
、
更
な
る
歳
入

増
加
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
て
い
た
だ
く

と
、
そ
の
額
に
応
じ
て
、
そ
の
自
治

体
の
特
産
品
が
贈
ら
れ
る
と
い
う
特

典
が
魅
力
と
な
っ
て
い
て
、
各
自
治

体
と
も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
我
が

ま
ち
の
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い

る
。
し
か
し
、
当
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
見
て
も
、
そ
の
よ
う
な
記
事
は

見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
自
治
体
の
中

に
は
、
民
間
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
（
増

収
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
セ
ミ

ナ
ー
の
開
催
、
事
務
代
行
等
）
を
利

用
し
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
増
収
を

図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。町
は
、

こ
の
よ
う
な
民
間
会
社
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
る

か
。

　
と
に
か
く
町
も
、
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ

な
ど
に
努
め
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
増

収
を
も
っ
と
積
極
的
に
図
り
、
三
好

市
に
迫
っ
て
は
ど
う
か
。

　
ふ
る
さ
と
納
税
は
、
ふ
る
さ

と
を
離
れ
た
人
た
ち
が
、
ふ

る
さ
と
を
応
援
す
る
た
め
に
寄
附
す

る
こ
と
が
本
来
の
制
度
の
趣
旨
で
す

が
、
議
員
ご
指
摘
の
よ
う
に
、
現
在

で
は
、
そ
の
土
地
の
特
産
品
を
期
待

し
て
寄
附
さ
れ
る
方
が
多
い
の
が
実

情
で
す
。そ
こ
で
町
と
し
ま
し
て
も
、

今
後
、
町
の
特
産
品
紹
介
記
事
の
充

実
等
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
を
改

善
す
る
と
と
も
に
、
季
節
に
合
わ
せ

た
特
産
品
の
提
供
に
努
め
る
な
ど
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
増
収
に
つ
な
が
る

努
力
を
い
た
し
ま
す
。

　
た
だ
、
議
員
ご
紹
介
の
民
間
会
社

の
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
つ
い
て
は
、
当

然
、
そ
の
対
価
と
し
て
成
功
報
酬
の

支
払
も
発
生
し
、
こ
の
こ
と
自
体
が

制
度
の
本
来
の
趣
旨
と
大
き
く
異
な

る
上
、
納
税
を
い
た
だ
い
た
方
々
の

思
い
に
反
し
た
使
途
に
使
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
同
サ
ー
ビ
ス
を
活

用
す
る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

A
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立
井 
武
雄 

議
員

 

地
域
の
貴
重
な
歴
史

2 

資
料
の
防
災
対
策
に

 

つ
い
て

　
将
来
発
生
が
予
想
さ
れ
る
南

海
ト
ラ
フ
地
震
で
は
、
当
然
、

人
命
救
助
が
最
優
先
さ
れ
る
が
、
そ

の
対
応
の
後
に
は
、
当
町
に
伝
わ

る
貴
重
な
文
化
財
や
歴
史
資
料
の

救
助
に
つ
い
て
も
考
え
な
く
て
は

い
け
な
い
。

　
そ
も
そ
も
町
内
に
は
、
ど
れ
ほ
ど

の
文
化
財
や
貴
重
な
歴
史
資
料
が

あ
る
の
か
。
文
化
庁
が
東
日
本
大

震
災
に
際
し
て
実
施
し
た
文
化
財

レ
ス
キ
ュ
ー
事
業
の
報
告
書
に
よ

る
と
、
存
在
す
る
歴
史
資
料
の
規

模
に
応
じ
て
、
各
自
治
体
は
他
機

関
・
自
治
体
へ
の
協
力
要
請
・
体

制
を
整
え
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
。

町
は
現
在
、
ど
の
よ
う
な
体
制
を

準
備
し
て
い
る
の
か
。

　
私
が
思
う
に
、
平
時
に
お
い
て
こ

そ
、
文
化
財
・
歴
史
資
料
の
救
助
に

つ
い
て
、
県
内
外
の
研
究
機
関
や
施

設
、
自
治
体
と
の
相
互
協
力
体
制
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
し
て
お

く
べ
き
で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
の
思
い

出
、
歴
史
の
記
録
は
か
け
が
え
の

な
い
も
の
で
あ
り
、
一
度
失
わ
れ

た
ら
復
元
は
困
難
で
あ
る
。
地
域

に
伝
わ
る
貴
重
な
文
化
遺
産
は
後

世
に
残
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
心
に
と
め
、

今
後
と
も
文
化
財
・
歴
史
資
料
の
被

災
対
策
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
現
在
、
町
に
は
国
・
県
・
町

の
指
定
文
化
財
が
三
十
三
件

の
ほ
か
、
歴
史
民
俗
資
料
館
と
三

木
文
庫
の
収
蔵
点
数
が
合
わ
せ
て

約
六
万
五
千
点
あ
り
ま
す
。

　
議
員
か
ら
は
、
文
化
財
・
歴
史
資

料
の
被
災
救
助
対
策
と
し
て
、
平

時
か
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

の
大
切
さ
を
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま

し
た
。
町
も
、
そ
の
ご
意
見
に
は

大
い
に
賛
成
で
、
熱
心
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
現
在
、
県
内
各
地

で
文
化
財
等
の
被
災
救
助
体
制
づ

く
り
と
し
て
、
例
え
ば
歴
史
資
料

保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
徳
島
の
設
立

等
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
町
も
こ

の
よ
う
な
活
動
に
積
極
的
に
参
加

し
て
い
ま
す
。
ま
た
県
外
と
の
協

力
も
、
県
の
方
で
、
他
県
（
鳥
取
県
、

兵
庫
県
）
と
の
相
互
協
力
体
制
を
組

ん
で
い
ま
す
。
今
後
も
、
こ
れ
ら
の

動
き
の
情
報
収
集
に
努
め
、
県
内
外

と
広
く
協
力
体
制
の
構
築
を
進
め
、

貴
重
な
ふ
る
さ
と
の
文
化
遺
産
を

後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

春
藤 

康
雄 

議
員

3　   

津
波
避
難
タ
ワ
ー
の

 

設
置
に
つ
い
て

　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
備
え
、

国
で
は
法
律
の
改
正
や
科
学

的
知
見
に
基
づ
く
被
害
想
定
及
び

減
災
対
策
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て

い
る
が
、
当
町
に
お
い
て
も
、
平

成
二
十
三
年
六
月
に
は
議
員
発
議

に
よ
る
地
震
・
津
波
対
策
特
別
委

員
会
の
設
置
、
ま
た
町
長
の
津
波

犠
牲
者
を
一
人
も
出
さ
な
い
と
い

う
本
年
三
月
の
所
信
表
明
を
受
け

て
の
津
波
防
災
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

の
全
戸
配
布
も
完
了
し
、
地
域
防

災
計
画
の
見
直
し
等
々
、
南
海
ト

ラ
フ
地
震
へ
の
対
策
は
着
実
に
進

ん
で
い
る
と
思
う
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
現
在
、
町

は
津
波
避
難
ビ
ル
を
四
十
五
カ
所

指
定
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な

経
緯
や
基
準
で
決
め
た
の
か
。
避

難
ビ
ル
ま
で
の
避
難
距
離
が
長
い

地
区
や
沿
岸
地
帯
の
長
原
地
区
や

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
等
に
津
波
避
難
タ

ワ
ー
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

　

ま
た
現
在
、
新
戸
入
居
者
を
は

じ
め
、
町
内
の
自
主
防
災
組
織
（
自

治
会
）
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
方
々

が
非
常
に
多
い
。
こ
の
よ
う
な
方
々

を
対
象
に
指
導
、
保
護
、
自
助
の

協
力
講
習
会
を
実
施
し
よ
う
と
い

う
取
り
組
み
が
、
自
治
連
合
会
を

中
心
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
取
り
組
み
に
対
す
る
町
の
見

解
を
関
連
し
て
伺
い
た
い
。

　
津
波
避
難
ビ
ル
の
指
定
に
つ

い
て
は
、
地
域
の
皆
様
の
ご

Q

A

Q

A
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総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　
原
田　
幹
夫

　

付
託
さ
れ
た
承
認
案

件
の
専
決
二
件
と
議
案

一
件
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま

し
た
。

　
こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報
告

い
た
し
ま
す
。

松
茂
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

及
び
政
令
並
び
に
省
令
が
そ
れ
ぞ
れ
公

布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
町
税
条
例

に
関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て
改
正
す
る

必
要
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十

六
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
松
茂
町

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
専

決
処
分
に
付
し
た
も
の
で
す
。

　

条
例
改
正
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

　

一
点
目
は
、
地
方
法
人
課
税
の
偏
在

是
正
の
た
め
の
税
制
改
正
に
伴
う
法
人

住
民
税
の
税
率
の
見
直
し
で
す
。
地
方

税
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
市
町
村
民
税

の
法
人
税
割
の
標
準
税
率
が
十
二
．三
％

か
ら
九
．
七
％
に
、
制
限
税
率
が
十
四
．

七
％
か
ら
十
二
．
一
％
に
そ
れ
ぞ
れ
引

き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
現

行
の
法
人
税
割
の
税
率
十
三
．
五
％
を

十
一
．
五
％
に
二
％
引
き
下
げ
る
も
の

で
、
改
正
後
の
税
率
適
用
は
、
平
成
二

十
六
年
十
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事

業
年
度
分
か
ら
で
す
。

　

二
点
目
は
、
固
定
資
産
税
の
減
額
措

置
及
び
わ
が
ま
ち
特
例
の
導
入
に
関
す

る
も
の
で
す
。

		

固
定
資
産
税
に
お
い
て
浸
水
防
止
用

設
備
、
自
然
冷
媒
を
利
用
し
た
一
定
の

業
務
用
冷
凍
・
冷
蔵
機
器
に
対
し
て
講

じ
る
特
例
措
置
を
創
設
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
特
定
の
公
害
防
止
施
設
に
係
る
課

税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
対
象
資

産
を
一
部
見
直
し
、
一
部
わ
が
ま
ち
特

例
を
導
入
し
た
う
え
、
適
用
期
限
を
二

年
延
長
す
る
も
の
で
す
。

　

三
点
目
は
、
既
存
建
物
の
耐
震
改
修

に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
で
す
。

　

住
宅
に
関
し
て
は
、
平
成
十
八
年
度

か
ら
耐
震
改
修
が
行
わ
れ
た
住
宅
に
係

る
固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
耐
震
改
修
促
進
法
の
改

正
に
伴
い
、
病
院
や
旅
館
な
ど
不
特
定

多
数
の
者
が
利
用
す
る
大
規
模
建
築
物

等
で
耐
震
診
断
の
結
果
に
よ
り
国
の
補

助
を
受
け
て
耐
震
改
修
工
事
を
実
施
し

た
建
築
物
に
対
し
て
固
定
資
産
税
の
特

例
措
置
を
創
設
す
る
も
の
で
す
。

　

四
点
目
は
、
公
的
年
金
等
に
係
る
個

人
住
民
税
の
特
別
徴
収
制
度
の
見
直
し

で
す
。
年
間
を
通
じ
た
特
別
徴
収
額
の

平
準
化
を
図
る
た
め
仮
徴
収
額
を
前
年

度
の
年
税
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
に
改
正
す
る
も
の
で
、
平
成
二
十
八

年
十
月
一
日
以
降
に
実
施
す
る
特
別
徴

収
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

五
点
目
は
、
軽
自
動
車
税
の
見
直
し

で
す
。

　

原
動
機
付
自
転
車
、
二
輪
の
軽
自
動

車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
度
分
か
ら
税
額
を
現
行

の
約
一
．
五
倍
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
、

引
き
上
げ
後
の
税
額
が
二
千
円
に
満
た

な
い
場
合
は
、
二
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

		

次
に
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
並
び
に

常
任
委
員
会

委
員
長
レ
ポ
ー
ト

第
二
回
定
例
会
に
お
け
る
委
員
長
報
告

は
次
の
と
お
り
で
す
。（
各
会
計
の
補

正
予
算
総
額
等
は
、
議
決
の
結
果
及
び

内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）	

意
見
を
伺
っ
た
上
、
消
防
庁
か
ら

出
さ
れ
た
津
波
避
難
対
策
推
進
マ

ニ
ュ
ア
ル
検
討
会
報
告
書
に
示
さ

れ
た
基
準
案
に
基
づ
き
、
耐
震
性
に

優
れ
た
ビ
ル
を
選
定
の
上
、
指
定
し

た
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
基
準

案
で
は
避
難
速
度
を
毎
秒
一
メ
ー

ト
ル
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
高

齢
者
や
障
害
者
等
の
い
わ
ゆ
る
避

難
弱
者
の
方
の
現
実
を
考
え
る
と
、

や
や
無
理
が
あ
る
と
町
も
認
識
し
、

現
在
、
避
難
限
界
距
離
等
の
再
検

討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
再
検
討
を
経
て
、
町

と
し
て
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
津

波
避
難
対
策
特
別
強
化
地
域
の
指

定
に
基
づ
く
国
か
ら
の
補
助
金
を

受
け
、
町
内
各
地
区
の
状
況
に
合

わ
せ
て
、
津
波
避
難
タ
ワ
ー
の
設

置
な
ど
避
難
場
所
の
確
保
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ハ
ー
ド
面
の
整
備
だ
け
で
は

な
く
、
登
下
校
時
の
児
童
生
徒
の

避
難
等
々
の
ソ
フ
ト
面
で
も
、
し
っ

か
り
訓
練
し
て
い
き
ま
す
。

　
関
連
質
問
の
自
主
防
災
組
織
未

加
入
者
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
今

後
、
自
治
連
合
会
等
、
関
係
す
る
皆

様
の
ご
助
言
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

し
っ
か
り
と
対
応
に
努
め
ま
す
。



まつしげ町議会だより　2014.9　第 57 号7

小
型
特
殊
自
動
車
の
税
額
を
平
成
二
十

七
年
度
分
か
ら
自
家
用
乗
用
車
に
あ
っ

て
は
現
行
の
一
．
五
倍
に
、
そ
の
他
の

区
分
の
車
両
に
あ
っ
て
は
現
行
の
約
一
．

二
五
倍
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
あ
っ

て
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後

に
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た

も
の
に
つ
い
て
の
み
、
改
正
後
の
税
額

を
適
用
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
た
び
の
法
改
正
で
、
軽

自
動
車
に
つ
い
て
環
境
性
能
の
よ
い
自

動
車
を
普
及
し
て
い
こ
う
と
い
う
観
点

か
ら
、
平
成
二
十
八
年
度
分
か
ら
最
初

の
新
規
検
査
か
ら
十
三
年
を
経
過
し
た

軽
四
輪
車
等
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
二

十
％
を
上
乗
せ
す
る
重
課
税
を
導
入
す

る
も
の
で
す
。

　

最
後
に
、
施
行
期
日
は
、
附
則
に
お

い
て
別
途
指
定
の
あ
る
も
の
以
外
は
平

成
二
十
六
年
四
月
一
日
を
施
行
期
日
と

し
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
質
疑
が
あ

り
ま
し
た
。

○ 

主
な
質
疑
事
項 

Q　

 

こ
の
た
び
の
税
条
例
の
改
正
は
、
な

ぜ
改
正
す
る
の
で
す
か
。

A　

 

国
に
お
い
て
地
方
税
法
の
改
正
に
よ

り
本
町
税
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

Q　

 

法
人
町
民
税
の
税
率
は
ど
の
よ
う
な

考
え
方
で
決
め
た
の
で
す
か
。

A　

 

法
人
町
民
税
の
税
率
は
地
方
税
法
の

中
で
制
限
税
率
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
た
び
の
改
正
で
制
限
税
率
が
引
き

下
げ
ら
れ
た
の
で
、
本
町
は
こ
れ
ま
で

の
経
緯
等
を
斟
酌
し
て
法
人
町
民
税
の

税
率
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

歳
入
歳
出
と
も
に
各
種
事
務
・
事
業

の
確
定
に
よ
る
増
減
の
補
正
と
執
行
残

に
よ
る
不
用
額
を
減
額
補
正
し
た
も
の

で
す
。
な
お
、
歳
入
増
加
分
と
歳
出
不

用
額
を
財
政
調
整
基
金
及
び
生
活
環
境

整
備
基
金
に
積
み
立
て
ま
し
た
。

　

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
七
百
七
十
万
七
千
円

を
追
加
し
、
補
正
後
の
予
算
の
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五
十
四
億
六
千
五

百
二
十
万
七
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
繰
越
金
は
、
こ
の
た
び
の
補

正
の
一
般
財
源
と
し
て
補
正
す
る
も
の

で
す
。

　

歳
出
の
危
機
管
理
費
を
五
百
万
円
増

額
補
正
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
松

茂
町
が
南
海
ト
ラ
フ
地
震
津
波
避
難
対

策
特
別
強
化
地
域
に
指
定
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
、
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計

画
を
策
定
す
る
た
め
の
経
費
を
計
上
す

る
も
の
で
す
。

　

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会 

委
員
長　
一
森　
敬
司

　

付
託
さ
れ
ま
し
た
承

認
案
件
の
専
決
四
件
と

議
案
一
件
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た

し
ま
し
た
。

　
こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報
告

い
た
し
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）(

所

管
分
）

　
歳
入
歳
出
と
も
に
各
種
事
務
・
事
業
の

確
定
に
よ
る
増
減
の
補
正
と
執
行
残
に
よ

る
不
用
額
を
減
額
補
正
し
た
も
の
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○ 

主
な
質
疑
事
項

Q　

 

町
営
住
宅
の
空
き
状
況
は
ど
う
な
っ

て
い
ま
す
か
。

A　

 

町
営
住
宅
の
う
ち
特
に
空
い
て
い
る

の
は
、
中
喜
来
団
地
の
特
定
公
共
賃
貸

住
宅
で
十
二
戸
の
う
ち
七
戸
が
空
い
て

い
ま
す
。

Q　

 

中
喜
来
団
地
の
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

に
つ
い
て
建
築
か
ら
二
十
年
が
経
過
し

て
お
り
空
き
が
多
い
の
で
あ
れ
ば
家
賃

を
下
げ
た
ら
ど
う
で
す
か
。

A　

 

家
賃
の
算
定
要
領
を
参
考
に
特
定
公

共
賃
貸
住
宅
の
家
賃
を
定
め
て
い
ま

す
。
国
の
補
助
を
受
け
建
設
し
て
い
る

こ
と
か
ら
家
賃
に
つ
い
て
制
限
も
あ
り

ま
す
が
考
え
て
み
た
い
。

Q　

 

土
木
事
業
費
の
工
事
請
負
費
が
減
額

さ
れ
て
い
る
が
、
要
望
箇
所
と
か
た
く

さ
ん
あ
る
が
減
額
し
た
理
由
は
。

A　

 

二
次
製
品
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
矢
板
を

打
設
す
る
工
事
を
予
定
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
や
東
北
地

方
の
復
興
な
ど
の
特
需
で
コ
ン
ク
リ
ー

ト
矢
板
の
製
造
に
不
測
の
期
間
を
要
し

た
た
め
施
工
を
取
り
や
め
た
も
の
で

す
。

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）（
所

管
分
）

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）(

所

管
分
）
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平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
農
業

集
落
排
水
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

　
歳
入
歳
出
と
も
に
各
種
事
務
・
事
業
の

確
定
に
よ
る
増
減
の
補
正
と
執
行
残
に
よ

る
不
用
額
を
減
額
補
正
し
た
も
の
で
す
。

　

農
業
集
落
排
水
の
本
年
三
月
末
現
在
の

接
続
状
況
は
、
長
岸
地
区
が
加
入
四
十
九

戸
に
対
し
、
接
続
が
四
十
六
戸
で
約
九
十

三 .

九
％
、
中
喜
来
地
区
が
加
入
百
九
十
七

戸
に
対
し
、
接
続
が
百
二
十
八
戸
で
約
六
十

五
％
、
北
川
向
地
区
が
加
入
百
八
十
一
戸

に
対
し
、
接
続
が
百
三
十
二
戸
で
約
七
十

二 .

九
％
、
事
業
全
体
三
地
区
合
わ
せ
て
、

加
入
四
百
二
十
七
戸
に
対
し
、
接
続
が
三
百

六
戸
で
接
続
率
は
約
七
十
一 .

七
％
で
す
。

　
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
公
共

下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

　
歳
入
歳
出
と
も
に
各
種
事
務
・
事
業
の

確
定
に
よ
る
増
減
の
補
正
と
執
行
残
に
よ

る
不
用
額
を
減
額
補
正
し
た
も
の
で
す
。

　
公
共
下
水
道
の
本
年
三
月
末
現
在
の
接

続
状
況
に
つ
い
て
は
、
公
共
汚
水
ま
す
設

置
戸
数
一
千
二
十
六
戸
に
対
し
、
接
続
完

了
戸
数
五
百
六
十
二
戸
で
、
約
五
十
四
．

八
％
の
接
続
率
で
す
。	

　
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
水
道

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）

　
資
本
的
支
出
の
建
設
改
良
費
の
上
水
道

拡
張
事
業
は
平
成
二
十
五
、
二
十
六
年
度

の
二
カ
年
の
継
続
費
を
計
上
し
て
お
り
、

平
成
二
十
五
年
度
分
の
事
業
実
績
の
確
定

に
よ
り
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○ 

主
な
質
疑
事
項

Q　
 

都
会
で
杭
に
つ
い
て
問
題
が
で
て
い

る
が
、
こ
の
工
事
の
杭
は
問
題
な
い
の

で
す
か
。

A　

 
平
成
十
八
年
の
柱
状
デ
ー
タ
と
今
年

二
カ
所
調
査
ボ
ー
リ
ン
グ
を
実
施
し
三

カ
所
の
デ
ー
タ
を
解
析
し
た
結
果
に
よ

り
杭
長
を
検
証
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

施
工
に
際
し
て
は
支
持
層
に
杭
が
到
達

し
た
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う
徹
底
し
ま

す
。平

成
二
十
六
年
度
松
茂
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）（
所

管
分
）

　
歳
入
に
お
い
て
、
衛
生
使
用
料
で
四
十

五
万
九
千
円
を
増
額
補
正
は
、
現
在
、
豊

久
墓
地
に
二
区
画
の
空
き
が
あ
り
、
そ
の

墓
地
の
使
用
料
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

農
林
水
産
業
費
県
補
助
金
で
百
八
十
万
円

の
増
額
補
正
は
、
新
規
就
農
総
合
支
援
事

業
補
助
金
で
百
五
十
万
円
、
農
地
集
積
協

力
金
交
付
事
業
補
助
金
で
三
十
万
円
を
そ

れ
ぞ
れ
増
額
補
正
す
る
も
の
で
、
補
助
率

は
百
％
で
す
。

　
歳
出
に
お
い
て
清
掃
総
務
費
で
二
十
二

万
九
千
円
の
増
額
補
正
は
、
豊
久
墓
地
一

区
画
分
の
返
還
金
で
す
。
農
業
振
興
費
で

百
八
十
九
万
九
千
円
の
増
額
補
正
は
、
新

規
就
農
総
合
支
援
事
業
補
助
金
で
百
五
十

万
円
を
増
額
補
正
に
つ
い
て
は
、
人
農
地

プ
ラ
ン
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
原
則
四
十
五

歳
未
満
の
独
立
自
営
の
就
農
者
に
つ
い
て

年
間
百
五
十
万
円
を
最
長
五
年
間
給
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
農
地
集
積
協
力
金
交
付
事
業
補
助
金
で

三
十
万
円
の
増
額
補
正
は
、
農
地
中
間
管

理
機
構
に
対
し
て
農
地
を
貸
し
付
け
た
農

地
所
有
者
に
対
し
て
補
助
金
を
支
払
う
も

の
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○ 

主
な
質
疑
事
項

Q　
	

新
規
就
農
総
合
支
援
事
業
補
助
金
の

審
査
は
ど
う
す
る
の
で
す
か
。

A　

	
人
農
地
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
て
お

り
、
プ
ラ
ン
は
年
一
回
見
直
し
て
お
り
、

条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
人
農
地
プ
ラ

ン
に
の
せ
た
上
で
、
補
助
金
を
出
す
か

出
さ
な
い
か
を
審
査
し
ま
す
。

Q　

	

農
地
集
積
協
力
金
交
付
事
業
補
助
金

に
つ
い
て
、
十
ａ
の
農
地
を
貸
し
付
け

に
協
力
し
た
場
合
、
補
助
金
は
い
く
ら

交
付
さ
れ
ま
す
か
。

A　

	

十
ａ
か
ら
五
十
ａ
以
下
の
農
地
を
協

力
し
た
場
合
、
三
十
万
円
で
す
。
五
十

ａ
か
ら
二
ｈ
ａ
の
場
合
は
五
十
万
円
、

二
ｈ
ａ
を
超
え
る
と
七
十
万
円
が
農
地

所
有
の
一
世
帯
に
補
助
金
と
し
て
交
付

さ
れ
ま
す
。

教
育
民
生
常
任
委
員
会

委
員
長　
佐
藤　
富
男

　

付
託
さ
れ
た
承
認
案

件
の
専
決
三
件
と
議
案

二
件
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま

し
た
。

　
こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報
告

い
た
し
ま
す
。

松
茂
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等

が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
松
茂
町
国

民
健
康
保
険
税
条
例
に
関
連
す
る
部
分
に

つ
い
て
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
か

ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
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て
松
茂
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
専
決
処
分
に
付
し
た

も
の
で
す
。

　
改
正
の
主
な
内
容
は
、
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
課
税
限
度
額
を
十
六
万
円
に
、
介

護
納
付
金
課
税
限
度
額
を
十
四
万
円
に
、

そ
れ
ぞ
れ
改
正
す
る
も
の
で
、
そ
の
結
果

国
民
健
康
保
険
税
課
税
限
度
額
の
合
計
が

現
行
の
七
十
七
万
円
か
ら
八
十
一
万
円
に

引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
措
置
の
対
象
を
拡
大
す

る
た
め
の
改
正
を
し
て
い
ま
す
。
施
行
期

日
は
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
、
平
成
二

十
六
年
度
以
降
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ

い
て
適
用
す
る
も
の
で
す
。

　
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

松
茂
町
社
会
教
育
委
員
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る

た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

い
、
松
茂
町
社
会
教
育
委
員
条
例
に
関
連

す
る
部
分
に
つ
い
て
改
正
す
る
必
要
が
生

じ
た
こ
と
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十

一
日
を
も
っ
て
松
茂
町
社
会
教
育
委
員
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
専
決
処
分

し
た
も
の
で
す
。
改
正
の
主
な
内
容
は
、

本
町
の
社
会
教
育
委
員
の
委
嘱
の
基
準
を

条
例
に
規
定
す
る
も
の
で
す
。

　
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
二
十
五
年
度
松
茂
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）(

所

管
分
）

　
歳
入
歳
出
と
も
に
各
種
事
務
・
事
業
の
確

定
に
よ
る
増
減
の
補
正
と
執
行
残
に
よ
る
不

用
額
を
減
額
補
正
し
た
も
の
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○ 

主
な
質
疑
事
項

Q　
 

障
害
者
福
祉
費
の
扶
助
費
に
お
い
て

補
正
額
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
が
そ

の
理
由
は
。

A　

 

主
な
理
由
と
し
て
障
害
者
自
立
支
援

給
付
費
の
中
で
介
護
支
援
す
る
給
付
費

と
就
労
を
支
援
す
る
給
付
費
及
び
障
害

児
の
通
所
等
の
給
付
費
の
不
用
額
で
あ

り
、
扶
助
費
に
つ
い
て
は
給
付
の
予
測

が
つ
か
な
い
た
め
予
算
留
保
し
て
い
た

も
の
で
す
。

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）（
所

管
分
） 

　
民
生
所
管
分
の
歳
出
に
お
い
て
、
子
育
て

支
援
費
で
三
十
七
万
一
千
円
の
増
額
補
正
で

す
。

　
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
二
ヶ
月
間

臨
時
職
員
を
雇
用
す
る
た
め
必
要
な
予
算
を

補
正
す
る
も
の
で
す
。

　
教
育
委
員
会
所
管
分
の
歳
入
に
お
い
て
、

総
合
的
な
教
師
力
向
上
の
た
め
の
調
査
研
究

事
業
の
受
託
と
し
て
教
育
費
県
委
託
金
十
五

万
円
の
増
額
補
正
で
、補
助
率
は
百
％
で
す
。

　
歳
出
に
お
い
て
、
松
茂
小
学
校
費
で
十
五

万
円
の
増
額
補
正
で
、
松
茂
小
学
校
に
お
い

て
県
委
託
の
総
合
的
な
教
師
力
向
上
の
た
め

の
調
査
研
究
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
費
用

を
補
正
し
た
も
の
で
す
。
次
の
よ
う
な
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

○ 

主
な
質
疑
事
項

Q　

 

松
茂
小
学
校
で
教
師
力
向
上
の
た
め

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
で
す
か
。

A　

 

全
国
的
に
見
て
新
任
教
師
は
途
中
で

ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
新
任
教
師
の
研
修
の

あ
り
方
に
つ
い
て
見
直
し
を
か
け
る
た

め
に
調
査
研
究
を
す
る
も
の
で
す
。

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
三
十
万
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
十
六
億
一
千
三
百
十
九
万
三
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　
こ
れ
は
前
期
高
齢
者
七
十
歳
か
ら
七
十

四
歳
の
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
を
一
割

か
ら
二
割
に
変
更
す
る
制
度
改
正
を
受
け

必
要
な
国
民
健
康
保
険
シ
ス
テ
ム
の
改
修

を
行
う
も
の
で
す
。

　
歳
入
の
補
正
は
、
特
別
調
整
交
付
金
を

百
三
十
万
円
増
額
補
正
す
る
も
の
で
、
歳

出
補
正
の
財
源
と
し
て
国
費
で
百
％
の
補

助
を
歳
入
で
見
込
ん
だ
も
の
で
す
。

　
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
質

疑
が
あ
り
ま
し
た
。

○ 

主
な
質
疑
事
項

Q　

	

前
期
高
齢
者
の
医
療
機
関
で
の
窓
口

負
担
が
一
割
か
ら
二
割
に
増
え
る
と
い

う
内
容
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
方

で
す
か
。

A　

	

松
茂
町
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
七

十
歳
か
ら
七
十
四
歳
の
方
は
、
医
療
機

関
の
窓
口
で
の
自
己
負
担
割
合
に
つ
い

て
、
今
ま
で
は
一
割
で
凍
結
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
元
々
の
凍
結
を
解
い
て
二

割
に
戻
し
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
、

す
で
に
一
割
の
人
は
そ
の
ま
ま
継
続
し

て
、
新
し
く
七
十
歳
に
な
る
方
か
ら
二

割
に
し
て
い
く
も
の
で
す
。

Q　

 

そ
れ
に
は
所
得
は
関
係
な
い
の
で
す

か
。

A　

 

所
得
は
関
係
し
て
お
り
、
高
額
所
得

者
は
、
三
割
負
担
で
す
。
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四
月
三
十
日
、
第
一
回
臨
時
会
を
開
催

し
議
案
一
件
を
審
議
し
原
案
の
と
お
り
可

決
い
た
し
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の
と

お
り
で
す
。（
詳
細
は
、
議
決
結
果
及
び

内
容
を
ご
覧
下
さ
い
。）

Q　

	

松
茂
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
の
供
用
開
始
の

時
期
は
い
つ
頃
で
す
か
。

A　

	

現
在
の
と
こ
ろ
平
成
二
十
六
年
度
中

に
開
通
の
予
定
で
す
。

　
六
月
三
日
、
委
員
会
を
開
催
し
建
設
課

所
管
の
平
成
二
十
五
年
度
事
業
実
施
箇
所

及
び
平
成
二
十
六
年
度
事
業
予
定
箇
所
の

う
ち
主
要
な
十
五
カ
所
を
現
地
視
察
し
た

後
、
担
当
課
よ
り
詳
細
説
明
を
受
け
ま
し

た
の
で
主
要
な
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

　
農
業
土
木
事
業
費
の
工
事
請
負
費
に
お

い
て
、
中
喜
来
地
区
外
二
カ
所
の
水
路
改

修
工
事
を
二
千
八
百
二
十
三
万
四
千
円
、

道
路
橋
梁
費
の
工
事
請
負
費
に
お
い
て
、

（
仮
称
）
松
茂
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
設
置
工
事

ほ
か
十
八
件
で
二
億
三
百
三
十
八
万
円
、

補
修
費
で
町
道
舗
装
補
修
等
で
六
百
二
十

四
万
一
千
円
、
側
溝
等
清
掃
費
で
十
カ
所

を
六
百
二
十
万
八
千
円
で
行
っ
て
お
り
、

合
計
二
億
四
千
四
百
六
万
三
千
円
の
事
業

を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　
農
業
土
木
事
業
費
の
工
事
請
負
費
四
千

万
円
の
予
算
で
、
豊
岡
地
区
の
芦
田
鶴
用

排
水
路
工
事
ほ
か
三
地
区
の
工
事
を
施
工

予
定
で
す
。

　
道
路
橋
梁
費
の
工
事
請
負
費
に
お
い
て

は
、
昨
年
に
引
き
続
き
（
仮
称
）
松
茂
ス

マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
設
置
工
事
ほ
か
十
五
件
、
二

億
三
千
二
百
六
十
三
万
六
千
円
、
補
修
費

で
は
町
道
舗
装
補
修
等
七
百
万
円
、
道
路

側
溝
等
清
掃
費
七
百
七
十
万
円
の
合
計
二

億
四
千
七
百
三
十
三
万
六
千
円
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
農
業
土
木
事
業
費
と
あ
わ
せ

て
総
事
業
費
は
二
億
八
千
七
百
三
十
三
万

六
千
円
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
工
事
等
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
各
自
治

会
か
ら
の
要
望
箇
所
の
中
で
、
各
自
治
会

ご
と
に
優
先
順
位
の
高
い
順
に
実
施
し
、

前
年
度
か
ら
の
継
続
箇
所
に
つ
い
て
は
優

先
的
に
施
工
し
、
早
期
完
成
を
図
り
ま
す
。

　
な
お
、
早
期
に
補
修
等
が
必
要
な
箇
所

に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
対
応
し

ま
す
。

　
平
成
二
十
七
年
度
に
予
定
し
い
る
工
事

の
中
で
水
路
改
修
や
道
路
改
良
な
ど
、
事

前
に
現
地
測
量
や
実
施
設
計
書
作
成
な
ど

が
必
要
な
場
合
は
、
本
年
度
の
農
業
土
木

事
業
費
及
び
道
路
橋
梁
費
の
予
算
で
行
い

ま
す
。

○ 

主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

Q　

 

徳
島
県
が
管
理
す
る
河
川
堤
防
の
の

り
面
が
傷
ん
で
い
る
。
過
去
に
も
要
望

し
て
い
る
が
徳
島
県
に
早
く
直
す
よ
う

に
要
望
し
て
ほ
し
い
。

A　

 

堤
防
の
の
り
面
が
崩
れ
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
、
徳
島
県
に
要
望
し
ま

す
。

第
一
回
臨
時
会

高
速
道
路
利
便
増
進
事
業
に
関
す

る
計
画((

仮
称)

松
茂
ス
マ
ー
ト

Ｉ
Ｃ
事
業)

の
実
施
に
伴
う
工
事

の
施
行
に
関
す
る
平
成
二
十
六
年

度
契
約
締
結
に
つ
い
て

閉
会
中
の
継
続
調
査
報
告 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
報
告

平
成
二
十
五
年
度
事
業
実
施
竣

工
状
況
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
度
事
業
施
行
要

望
箇
所
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
度
事
業
施
行
実

施
設
計
要
望
箇
所
に
つ
い
て
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六
月
九
日
、
全
員
協
議
会
を
開
催
し
、

町
づ
く
り
に
関
わ
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

協
議
い
た
し
ま
し
た
の
で
主
な
内
容
を
報

告
し
ま
す
。

【
協
議
内
容
】

　
第
四
次
松
茂
町
総
合
計
画
は
、
基
本
構

想
、
基
本
計
画
及
び
実
施
計
画
か
ら
構
成

さ
れ
て
お
り
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成

二
十
七
年
度
ま
で
の
十
年
間
の
松
茂
町
の

進
む
べ
き
方
向
を
示
す
も
の
で
す
。
実
施

計
画
は
、
基
本
構
想
、
基
本
計
画
に
則
り

三
カ
年
計
画
と
し
て
毎
年
見
直
し
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
会
議
で
は
、
平
成
二
十
五
年
度
の

事
業
実
施
と
平
成
二
十
六
年
度
の
実
施
計

画
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
平
成
二
十
五

年
度
に
お
い
て
、
津
波
防
災
対
策
検
討
事

業
ほ
か
六
事
業
が
完
了
し
、
平
成
二
十
六

年
度
は
津
波
避
難
ビ
ル
表
示
板
設
置
事
業

ほ
か
三
事
業
を
新
規
事
業
と
し
て
追
加
し

ま
し
た
と
い
う
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

　
五
月
二
十
六
日
に
宮
城
県
南
三
陸
町
議

会
総
務
常
任
委
員
会
が
、
松
茂
町
に
お
け

る
防
災
対
策
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
視
察

に
来
町
さ
れ
ま
し
た
。
南
三
陸
町
は
東
日

本
大
震
災
に
よ
り
多
く
の
被
災
者
が
応
急

仮
設
住
宅
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
ま
す
。
南
三
陸
町
は
過
去
に
も
津
波
の

被
害
を
受
け
そ
の
経
験
を
活
か
し
て
防
災

意
識
の
高
揚
、
施
設
整
備
な
ど
対
策
を
講

じ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
予
想
を
は
る
か

に
超
え
た
災
害
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
有
意
義
な
意
見
交
換
が
で
き
南
海

ト
ラ
フ
地
震
に
対
す
る
備
え
を
再
認
識
し

た
次
第
で
す
。

　
五
月
十
六
日
勝
浦
町
農
村
環
境
改
善
セ

ン
タ
ー
で
徳
島
県
町
村
議
会
議
長
会
主
催

に
よ
る
第
二
十
三
回
徳
島
県
町
村
議
会
議

員
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
勝
浦
町
の
紹
介
と
し
て
「
み
か
ん
香
る　

ひ
な
の
里　
か
つ
う
ら
」
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
阿

波
勝
浦
井
戸
端
塾
塾
長　

理
事
長　

稲
井

稔
氏
よ
り
廃
校
を
利
用
し
た
都
市
と
農
村

と
の
交
流
を
行
う
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

事
業
、
農
村
体
験
宿
泊
施
設
「
ふ
れ
あ
い

の
里
さ
か
も
と
」
の
事
業
の
取
り
組
み
に

よ
り
雇
用
機
会
や
農
産
物
の
販
売
の
拡
大

な
ど
地
域
産
業
の
振
興
や
活
性
化
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
今
後
は
、よ
り
多
く
の
人
々

に
と
っ
て
「
ず
っ
と
住
み
続
け
た
い
ま
ち
」

と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
取
り

組
み
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

二
宮
清
純
氏
が
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
た
地

域
づ
く
り
」
ー
徳
島
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
ス
Ｊ
１

昇
格
ー
と
題
し
て
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。	

　
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
ブ
ラ
ジ
ル

大
会
の
日
本
代
表
に
選
ば
れ
た
柿
谷
選
手

に
つ
い
て
育
て
た
の
は
徳
島
ヴ
ォ
ル
テ
ィ

ス
で
あ
る
な
ど
、
地
方
ク
ラ
ブ
の
重
要
性

や
ス
ポ
ー
ツ
が
地
域
の
文
化
や
財
産
に
な

る
こ
と
な
ど
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

第
四
次
松
茂
町
総
合
計
画(
実

施
計
画　
平
成
二
十
六
年
度
版)

に
つ
い
て

第
二
十
三
回
徳
島
県
町
村
議
会

議
員
研
修
会

全
員
協
議
会
報
告

視
察
の
受
け
入
れ
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こ
の
度
、
一
般
県
道
川
内
大
代
線
に
か

か
る「
加
賀
須
野
橋
」が
架
け
替
え
ら
れ
、

八
月
八
日
に
新
し
い
橋
の
開
通
式
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　
旧
加
賀
須
野
橋
は
一
九
六
一
年
に
完
成

し
た
全
国
で
も
数
少
な
い
可
動
式
の
跳

開
橋
で
、
片
側
の
回
転
軸
を
中
心
に
橋

桁
を
上
下
さ
せ
船
舶
等
を
通
行
さ
せ
て

い
ま
し
た
。
可
動
部
の
橋
の
長
さ
は
約

十
五
メ
ー
ト
ル
、
歩
道
の
な
い
一
車
線
通

行
で
あ
っ
た
た
め
、
船
舶
に
よ
る
橋
脚
へ

の
接
触
事
故
や
通
勤
通
学
時
間
帯
に
は

車
と
歩
行
者
と
の
交
通
混
雑
が
た
び
た

び
発
生
し
て
い
ま
し
た
。

　
新
し
い
橋
で
は
橋
脚
の
両
側
に
塔
を

設
け
、
橋
桁
を
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
よ
う
に

上
下
移
動
さ
せ
る
昇
開
橋
へ
と
姿
を
変

え
、
可
動
部
の
橋
の
長
さ
は
約
四
十
五

メ
ー
ト
ル
、
車
線
を
一
車
線
か
ら
二
車
線

に
増
や
し
、
自
転
車
・
歩
行
者
道
も
新

設
さ
れ
ま
し
た
。

　
人
・
車
・
船
舶
が
安
全
で
快
適
に
通

行
で
き
る
よ
う
お
互
い
マ
ナ
ー
を
守
り
、

新
し
い
加
賀
須
野
橋
を
地
域
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
大
切
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

編  

集  

後  

記

議員席側

理事者席側

質問

議長席

演壇

従来方式のイメ－ジ図

議員席側

理事者席側

答弁

質問

議長席

演壇

質問席

一問一答方式（対面）

従来の一般質問の方式は

①		発言議員は、あらかじめ議長に提出し
ている一般質問通告書に記載された
質問事項をまとめて質問する。( 一括
質問 )

②		町長は、質問された事項をまとめて
答弁する。( 一括答弁 )

③		発言議員は、町長の答弁が不十分な
場合や追って聞きたい場合等につい
ては、再度質問する。( 質問回数は３回
まで )

④		町長は、再度質問された事項について
答弁する。

一問一答方式の採用

　本町議会では、平成２６年第２回定例
会（６月）から一般質問について一問一答
方式を採用するとともに、質問席を設け
町長に向かって質問するようにしました。

　このことにより、議会での議論の活性
化と町民の皆様にわかりやすい議会運営
を図ります。

　一問一答方式は、一問ごとに質問と答
弁を繰り返すもので、質問と答弁がかみ
合うので聴衆にもわかりやすいもので
す。一問一答方式の採用により質問回数
を３回から５回に増やしました。

　対面方式は、従前は一般質問者は登壇
して議員席に向かい質問していましたが、
町長に対しての質問であり、町長側に向
かい質問するように質問席を設けました。

一般質問の一問一答方式とは

◆  

議
会
広
報
特
別
委
員
会

	

委
員
長	

池
添　
英
明	

	

副
委
員
長	

森
谷	

靖	
	

委　
　
員	

春
藤　
康
雄	

	

委　
　
員	

一
森　
敬
司	

	

委　
　
員	

立
井　
武
雄

町議会を傍聴しませんか！
　　　　　　　　町議会の本会議は、どなたでも傍聴できます。


